
別添2

※新型コロナウイルス感染症の流行状況により変更することがあります。

○検査結果が陽性の場合➡③の対応へ

家族の検査結果によって、当該園児は濃厚接触者となる ○検査結果が陰性の場合➡登園可能 (注1)(注2)

可能性あり （注1）健康観察期間中（自宅待機中）の家族による園児の送迎はお控えください。

・当該園児は自宅待機（登園停止） （注2）家族の健康観察期間中(自宅待機中）は、できる限り家庭保育にご協力ください。

・当該園児は自宅待機（登園停止） ●当該園児または家族の検査結果に基づいて対応

○当該園児の検査結果が陽性の場合➡①の対応へ

園児の家族が在籍する職場や学校等の状況により対応

　　　　　　　　　　　陰性の場合➡登園可能 (注4)

○家族の検査結果が陽性の場合➡③の対応へ

　　　　　　　　　陰性の場合➡登園可能(注5)

（注4）発熱や風邪症状等の体調不良がみられる場合は、登園をお控えください。
可能性あり

家族の検査結果によって、当該園児は濃厚接触者となる

・その他の園児は濃厚接触者が特定されるまで自宅待機

　

●その他の園児への対応

当該園児は濃厚接触者となりPCR検査を受ける

・当該園児は自宅待機（登園停止）

●当該園児の検査結果に基づいて対応

○検査結果が陽性の場合➡①の対応へ

○検査結果が陰性の場合➡保健所等の指示に従い健康観察（登園停止） 

   健康観察期間：感染者と最後に接触した日の翌日から14日間

　　　　いずれにも該当しない場合➡登園可能


　（注6）接触のあった方…職場の同僚、親戚、友人など

（注5）発熱や風邪症状等の体調不良がみられる方による園児の送迎はお控えください。

　（注3）ここでいうPCR検査は医師の指示、在籍する職場等からの指示、希望によるもの、スクリーニングなど

◎土曜保育・一時預かり・子育て支援センターも上記に準じた対応とします。 令和３年３月作成

　　　　PCR検査を受ける場合➡⑥の対応へ

　　　　　　　　　　　　　➡別添１の7　太枠内の対応へ

当該園児または家族の状況により対応

○当該園児…濃厚接触者に特定された場合➡②の対応へ

　　　　　　PCR検査を受ける場合➡⑤の対応へ

○家族…濃厚接触者に特定された場合➡④の対応へ

　　　　　　いずれにも該当しない場合➡登園可能


・当該園児はできる限り自宅待機（登園停止）

　自宅待機期間：家族の検査結果が判明するまで

山武市内保育施設等において新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の対応（修正版）

　自宅待機期間：当該園児の検査結果が判明するまで

●家族の検査結果に基づいて対応　

当該園児はPCR検査を受ける

・当該園児は自宅待機（登園停止）

・濃厚接触者の発生状況によって閉鎖期間の短縮・延長あり

（休園期間の目安：３日～14日間程度）

○濃厚接触者と特定された場合➡②の対応へ

○濃厚接触者に特定されなかった場合➡保育が再開となり次第、登園可能

※職員についても、園児と同様の対応とします。

・当該園児は入院または自宅療養（登園停止）

　療養期間：保健所や医療機関に療養を指示された期間

○臨時休園の期間

・濃厚接触者の特定及び濃厚接触者全員の陰性が確認されるまで

・当該園児の兄弟姉妹は濃厚接触者となりPCR検査を受

　けるため自宅待機（登園停止）➡③の対応へ

①園児の感染が判明した場合

（PCR検査結果が陽性）

②園児が濃厚接触者に特定

された場合

③園児の家族の感染が判明

した場合

（PCR検査結果が陽性）

④園児の家族が濃厚接触者

に特定された場合

⑥園児の家族がPCR検査

（注3）を受ける場合

⑤園児がPCR検査（注3）を

受ける場合

⑦園児や園児の家族と接触のあった方（注6）の感染が判明した場合

⑧上記①～⑦以外の場合


